
新たな教育振興とウィズコロナの福祉医療

事 業 名 剣淵町外出支援サービス事業

内  容
通院時に利用するハイヤー・タクシー利用料金の一部助成を通して、通院時の身体
等の負担軽減を図ります。

対 象 者
町内に居住する概ね 65 歳以上で、疾病による身体虚弱、又は心身障がいの理由に
より、公共交通機関を利用することが困難、かつ町内に医療機関に送迎することが
可能な親族がいない方です。

対象事業
町内の医療機関のほか、名寄市から旭川市の範囲の医療機関への通院に係る営業車
利用料金の一部を助成します。一人当たり月間片道４回（年間最大４８回）を限度
とします。

補助金額 営業車利用料金の半額、１回当たり 5,000 円を上限に助成します。

問合せ先 健康福祉課福祉介護グループ ℡３４－３９５５

事 業 名 剣淵町生涯学習活動団体交通費助成金

内  容
自発的、主体的に町内諸団体が行う生涯学習に関わる事業または活動に寄与するた
め、事業などを実施する際の交通費の負担軽減を図ります。

対 象 者

町外で行う自主企画の研修会や競技大会に参加する団体（社会教育・社会体育・学
校教育関係団体、社会福祉・農業・商工業関係団体など）に所属する会員のうち、
参加人員がおおむね５人以上の参加者とします。
※観光や慰安または遊戯、物品の商談や契約などは対象外です。

対象経費
事業または活動の実施に必要な交通費で、原則参加人員によって借上げバスまたは
タクシーとなります。ただし、有料道路の料金および駐車料金は各団体の負担です。

補助金額
対象経費の１０分の６以内の額（上限 8 万５千円）で、１団体につき年度５回まで
です。
※町有バスを利用したときは、限度回数５回からその利用した回数を差引きます。

そ の 他 事故などの一切の責任は、助成金を受けた団体が負うものとします。

問合せ先 教育課社会教育グループ ℡２６－９０２５（直通）

事 業 名 剣淵町社会教育関係競技大会・研修会出場等補助金

内  容
町外での競技大会または研修会に出場、あるいは参加する際に要する経費の負担軽
減を図り、本町における社会教育・社会体育活動などの振興に資するものに対して、
補助金を交付します。

対象競技大
会・研修会

町外での社会教育・社会体育関係団体、あるいは学校教育関係団体の競技大会です。
※原則、予選大会を経ての全道または全国規模の大会への出場、全道規模以上の指

導者研修会に参加するものです。

対 象 者
社会教育・社会体育関係団体、学校教育関係団体に所属する町民です。
※選手のほか、競技大会の開催要項などで示された場合、監督（責任者）も対象（町

民に限る）になります。

対象経費
交通費、宿泊費および参加料（全て実費）となります。
※交通費と宿泊費は、町職員の旅費基準を上限とします。

補助金額

対象経費の１０分の６以内の額で、全道および全国規模の大会それぞれ年度１回ま
でです。
※個人戦および団体戦種目のある団体は、別々に出場する（大会日が異なる）場合
に限り、それぞれ年度１回とします。

そ の 他 事故などの一切の責任は、補助金を受けた方（団体）が負うものとします。

問合せ先 教育課社会教育グループ ℡２６－９０２５（直通）

（令和３年度行政執行の重点事項別）剣淵町の助成事業



安心で安全を育む地域支援の絆と環境整備

事 業 名 剣淵町住宅新築・改修促進助成事業

内  容
町民が安心して住み続けられる住まいづくりを進めるため、住
宅の新築・改修ともに一部の工事費に対し、補助金を交付します。

対 象 者
町内に住所を有し居住する個人、または本町に居住しようとする個人です。
工事費用の総額が１００万円以上のものが対象です。

補助金額・率
◇新築工事６０万円◇改修工事３０万円（３分の１を剣淵町共通商品券で交付
します。）※町外業者が施工する場合、補助額は２分の１になります。

問合せ先 総務課企画財務広報グループ ℡２６―９０２１（直通）

事 業 名 マツダ車購入助成事業

内  容

マツダ㈱の新車購入に対し助成します。剣淵町には自動車メーカーマツダ㈱の
冬季テストコースがあり、マツダ車販売の拡大・支援を通しマツダ㈱の好業績
が続くことにより、マツダ㈱関係者と広く交流と親交を深め、地域活性化を図
ります。

対 象 者
町内に住所を有し、車を使用する個人、あるいは町内に事務所または事業所を
有し、事業を営む企業です。

補助金額 １台５万円

問合せ先
剣淵・マツダとふれあう会    生出 豊（緑町 ℡34-2255）

藤原光男（仲町 ℡34-3782）
総務課企画財務広報グループ ℡２６―９０２１（直通）

未来ある産業振興と事業継続及び販路拡大

事 業 名 剣淵町農商工業新規就業奨励金支給事業

内  容
担い手の確保と定着を図るため、剣淵町内で新たに農業及び商工業に担い手と
して就業した方に対し、奨励金を支給しています。

対 象 者

・開業または就業時の年齢が４５歳未満で５年以上就業が見込まれること。
・もっぱら商工業の生産販売に精励する方であること。
・次のいずれかにより新規就業した方であること。
（１）町外から新規参入し町内で開業する方
（２）町内出身であり、新規学卒又はＵターンなどにより後継者として町内の

親元に就業する方

（３）町内の商工業に係る会社法人などの構成員として就業する方

補助金額・率
金額：（１）配偶者がいる場合：１月あたり 2 万５千円
  （２）配偶者がいない場合：１月あたり １万５千円
期間：就業の日から３年間 ４月及び１０月に支給

問合せ先
農 業 農林課農林グループ（農業振興センター）℡ ３４－３３１１（直通）
商工業 町づくり観光課商工観光グループ ℡２６－９０２２（直通）

事 業 名 剣淵町起業化支援事業補助金

内  容
町内における経済活動の創出を促進するため、新たに起業を目指す方に対し、
事業経費の一部を補助金として交付します。

対 象 者

５年以上継続して、起業した事業を展開する見込みのある方とします。
・個人・グループ

現在事業を営んでいない方及び現在営んでいる事業と異なる分野の事業
を始めようとする方（起業後２年以内に法人化する計画であること）

・法人
現在営んでいる事業と異なる分野の事業を始めようとする方

補助金額・率
補助金額は３００万円を上限とし、補助対象経費の２分の１以内で予算の範囲
内の額を補助金として交付します。

問合せ先 町づくり観光課商工観光グループ ℡２６－９０２２（直通）



事 業 名 剣淵町商店街空き店舗活用支援事業補助金

内  容
町内に点在する空き店舗を活用して新たに商業活動を行う者に対し、空き店舗
の改装に係る費用等の一部を補助し、空き店舗の解消と商業の活性化を図りま
す。

対 象 者

空き店舗を活用して小売業等を２年以上営もうとする個人又は共同店舗を組
織する団体若しくは法人とし、次に掲げる要件を有した方。
（１）商工会の会員（空き店舗を活用する時点で会員になった者を含む。）であ

ること。
（２）補助金を申請する時点から前３年間において、町税を滞納していないこ

と。
（３）団体にあっては、町長が商店街振興に特に必要と認めるものであること。

補助金額・率

補助対象経費の２分の１以内の額とし、次に定めるところによります。
（１）改装事業費補助金は、10 万円以上 100 万円を限度とし、最初の１回限

りです。
（２）家賃補助金は、賃借する家賃の１か月分につき５万円を限度とし、補助

する期間は最長２年間です。

問合せ先 町づくり観光課商工観光グループ ℡２６－９０２２（直通）

事 業 名 剣淵町新商品開発・販路開拓支援事業補助金        

内  容

剣淵産品の高付加価値化や事業者の取引先の拡大を促進させるため、
新たな商品やサービスを開発しようとする方及び商品やサービスの販路を開
拓しようとする方に対し、予算の範囲内で事業経費の一部を補助金として交付
します。

対 象 者
町内に所在して事業を営む個人事業者（グループ、団体、協業体などを含みま
す。）及び法人（町外に所在する企業などに係る町内営業所、支所及び支店を含
みます。）で、町税等の滞納がない方。

補助金額
補助金額は 100 万円を上限とし、補助対象経費の４分の３以内で予算の範囲
内の額を補助金として交付します。

問合せ先 町づくり観光課商工観光グループ ℡２６－９０２２（直通）

事 業 名 剣淵町中小企業等ＵＩＪターン者就業奨励金支給事業

内  容
地方での定住や移住を希望する方の確保は重要であることから、中小企業等の
新規就業者に対し奨励金を支給することで、定住人口の確保を図ります。

対 象 者

・町外に１年以上居住し、剣淵町に移住した方
※町内在住新規学卒者で、おおむね１年以内に町内の中小企業等に就業した

場合も含みます。
・修業時の年齢が満４５歳未満で、３年以上の就業が見込まれる方

補助金額
１月あたり２万円で２年間支給します（計４８万円）。
支給は基本９月と３月の年２回です。

問合せ先 総務課企画財務広報グループ ℡２６―９０２１（直通）

業 名 スマート農業促進支援事業

内  容
スマート農業に位置づけられる作業機械等の購入や農業用ドローン免許取得
に取り組む農業者に対し、町が所要経費の一部を助成することにより、農作業
における高齢化や労働力不足に対応したスマート農業の促進を図ります。

対 象 者
助成の対象者は、剣淵町に住所又は事業所を有する農業者（個人、集団及び法
人）で、町税及び町使用料等の滞納がない方。

対象経費

①スマート農業機械購入費
(対象機械：農業用ドローン、ＧＰＳガイダンスシステム、ＧＰＳ付作業機械、
自動操舵システム、自動制御付作業機、ハウス自動巻上機、ハウス環境制御
装置、アシストスーツ、水田水管理システム)

②ドローン免許費用

補助金額・率
①購入金額の１０分の２以内（20 万円上限）
②免許取得の場合は１０分の３以内（10 万円上限）

問合せ先 農林課農林グループ ℡２６―９０２３（直通）



新関係人口の創出とコロナ禍後の観光振興

事 業 名 剣淵町姉妹友好都市交流推進事業補助金

内  容
国内の姉妹都市（富山県射水市）友好都市（香川県さぬき市）との人材交流の
促進を図るため、交流事業の一部の経費（交通費）に対し、補助金を交付しま
す。

対 象 者 町内に住所を有する方で、５人以上の団体およびグループ。

補助金額・率 姉妹友好都市間の往復交通費の２分の１（上限３万円）

問合せ先 総務課企画財務広報グループ ℡２６―９０２１（直通）

事 業 名 結婚新生活支援事業補助金

内  容
結婚新生活の支援により婚姻に伴う経済的負担を軽減することを目的として、
新規に婚姻した世帯に対し、住宅費及び引越費用の一部を補助金として交付し
ます。

対 象 者

次のすべてに該当する夫婦となっています。
（１）新婚世帯 令和３年４月１日から令和４年３月 31 日までの間に婚姻届

けを提出し、受理された夫婦。
（２）世帯の所得が 400 万円未満であるもの。
〈世帯の所得の算出方法〉

令和２年１月１日から令和２年 12 月 31 日までの間の夫婦の所得を合算し
た金額とする（申請日が４月から７月までの場合は平成 31 年１月１日から
12 月 31 日までの間の夫婦の所得を合算した金額）。
ただし、（ア）（イ）の場合にあっては、それぞれに記載する計算方法により
算出した金額とする。

（ア）夫婦の双方または一方が離職し、申請時において無職の場合、離職した
者については、所得なしとして夫婦の所得を算出する。

（イ）貸与型奨学金（公的団体または民間団体より、学生の修学や生活のため
に貸与された資金をいう。）の返済を現に行っている場合所得証明書を
もとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した
金額とする。

（３）夫婦ともに婚姻日における年齢が 39 歳以下であること。
（４）対象となる住宅または物件が剣淵町内にあること。
（５）申請時に夫婦の双方または一方の住民票の住所が

当該住宅または物件の住所となっていること。
（６）過去にこの制度に基づく補助を受けたことがない

こと。
（７）同一世帯に属する者全員が地方税および上下水道

料金等、町への納入金を完納していること。

補助対象経費

（１）住宅費（結婚を機に新たに住宅を取得する際に要した経費、物件の賃料、
敷金、礼金、共益費、仲介手数料）なお、住宅手当が支給されている場
合は、住宅手当分が補助対象外となります。

（２）引越費用
   令和３年４月１日から令和４年３月 31 日までの間に支払った婚姻に伴

う引っ越し費用で、引越業者または運送業者への支払いに係る実費。

補助金額 補助上限額 30 万円

問合せ先 総務課企画財務広報グループ ℡２６―９０２１（直通）


